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国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
、
70
〜
74
歳
の
方
に

交
付
し
て
い
る「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」は
、
毎

年
8
月
1
日
に
窓
口
で
の
負
担
割
合
の
見
直
し
を
行
い
ま

す
。
負
担
割
合
の
判
定
は
、
そ
の
世
帯
の
70
〜
74
歳
の
方

の
市
民
税
課
税
所
得
と
収
入
の
合
計
金
額
を
も
と
に
、
左

記
の
判
定
基
準
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

◆
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
7
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す

　

8
月
1
日
㈰
以
降
に
現
在
の
受
給
者
証
を
、
同
封
の
返

信
用
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
23
年
7
月
31
日
㈰（
年
度

の
途
中
で
75
歳
に
な
る
方
は
誕
生
日
の
前
日
）ま
で
で
す
。

※
医
療
機
関
で
国
民
健
康
保
険
証
と
一
緒
に
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
高
齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合
の
判
定
に
つ
い
て

　

同
一
世
帯
の
70
〜
74
歳
の
方
の
平
成
22
年
度
市
民
税
課

税
所
得
金
額
に
よ
っ
て
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す
。

・
課
税
所
得
金
額
の
最
も
高
い
方
が
１
４
５
万
円
未
満
の

世
帯
＝
1
割

・
課
税
所
得
金
額
が
１
４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
る
世
帯

＝
3
割

※
同
一
世
帯
の
70
〜
74
歳
の
方
の
収
入
の
合
計
額
が
５
２

０
万
円（
1
人
世
帯
の
場
合
は
３
８
３
万
円
）未
満
の
場

合
は
、
基
準
収
入
額
適
用
申
請
を
す
る
こ
と
で
1
割
負

担
に
な
り
ま
す
。

※
1
人
世
帯
で
収
入
金
額
が
３
８
３
万
円
以
上
で
も
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
旧
国
保
被
保
険
者（
注
）を
含
め

た
収
入
合
計
が
５
２
０
万
円
未
満
の
場
合
は
、
基
準
収

入
額
適
用
申
請
を
す
る
こ
と
で
1
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
23
年
4
月
か
ら
、
負
担
割
合
1
割
は
2
割
に
変
更

す
る
予
定
で
す
。

（
注
）旧
国
保
被
保
険
者
と
は

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日

に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
だ
っ
た
方

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日

に
国
民
健
康
保
険
上
の
世
帯
主
だ
っ
た
方（
現
在
も
世
帯

主
で
あ
る
こ
と
）と
、
当
該
日
以
降
継
続
し
て
世
帯
を
共

に
し
て
い
る
方

保
険
課
☎
内
線
２
３
８
３

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と

自
立
の
促
進
を
支
援
し
、
お
子
さ
ん
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
支
給
す
る
手
当
で
す
。
受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

新
た
に
支
給
要
件
に
該
当
す
る
父
子
家
庭
の
方
は
、
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
支
給
要
件

　

次
の
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
お
子
さ
ん（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
。
一
定
程
度
の
障
が
い
を
有
す

る
場
合
は
20
歳
未
満
）を
監
護
し
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
方

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

③
父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

⑤
そ
の
ほ
か（
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る
、
父
ま

た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
、
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
な
ど
）

※
所
得
制
限
や
、
公
的
年
金
の
受
給
状
況
な
ど
に
よ
り
手
当
が
支

給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。く
わ
し
く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
支
給
額（
月
額
）

　

受
給
資
格
者（
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
や
母
な
ど
）が
監
護
・
養
育

す
る
お
子
さ
ん
の
数
や
、
受
給
資
格
者
の
所
得
な
ど
に
よ
り
決
ま

り
ま
す
。

◇
児
童
１
人
の
場
合

全
部
支
給
：
４
万
１
千
７
２
０
円

一
部
支
給
：
９
千
８
５
０
〜
４
万
１
千
７
１
０
円

◇
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

２
人
目
：
５
千
円　

３
人
目
以
降
：
１
人
あ
た
り
３
千
円

事
前
に
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
４
階
43
番
窓
口
）で
相
談
の
う

え
、
必
要
書
類
を
添
え
て
同
課
へ

※
７
月
31
日
㈯
現
在
、
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
父
子
家
庭
の
方

は
、
11
月
30
日
㈫
ま
で
の
申
請
で
８
月
分
の
手
当
か
ら
支
給
し

ま
す
。
期
日
以
降
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
に
な
る
た
め
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
８
〜
11
月
分
の
手
当
は
12
月
に
支
給
し
ま
す
。
手
当
の
支
給
月

は
毎
年
４
・
８
・
12
月
で
、支
給
月
の
前
月
分
ま
で
支
給
し
ま
す
。

同
課
☎
内
線
２
７
５
３

①休日診療所（内科・小児科）
　（日曜日、祝日、年末年始）　午前10時～11時45分、午後1時～4時30分
②休日準夜診療所（内科・小児科）
　（日曜日、祝日、年末年始）　午後6時～9時30分
③小児初期救急平日準夜間診療所（こども救急みたか）
　（月～金曜日）　午後7時30分～10時30分（受付は10時まで）

①～③はいずれも三鷹市医師会館（野崎1-7-23）　☎24-8
ハイキュウキュウ

199
④休日歯科応急診療所
　（日曜日、祝日、年末年始）　三鷹市総合保健センター（新川6-35-28）
　☎46-3234　午前10時～11時45分、午後1時～4時
⑤休日調剤薬局
　（日曜日、祝日、年末年始）　三鷹市医薬品管理センター（上連雀7-4-8）
　☎49-7766　午前10時～午後4時30分、午後6時～9時30分
⑥医療機関案内（24時間）
　◆三鷹消防署　☎47-0119
　◆東京消防庁救急相談センター　☎03-3212-2323・☎042-521-2323
　◆東京都保健医療情報センター（ひまわり）　☎03-5272-0303　
　　 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
⑦市内救急指定病院
　杏林大学医学部付属病院
　（新川6-20-2）☎47-5511
　野村病院
　（下連雀8-3-6）☎47-4848
　三鷹中央病院
　（上連雀5-23-10）☎44-6161

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
　休日や夜間など医療機関がお休みのときの急病に備え、急病患者の初
期治療と応急処置を行っています。受診の際は、必ず健康保険被保険者
証をお持ちください。

三鷹市医薬品管理センター
（休日調剤薬局）

山中通り 

人見街道

↑三鷹駅 大成高校○ 

○
三鷹図書館

市役所

○一中 JA東京むさし

む
ら
さ
き
橋
通
り

三
鷹
通
り

医師会館
（休日・休日準夜診療所・
　こども救急みたか）

総合保健センター
（休日歯科応急診療所）

８
月
１
日
か
ら

保険課☎内線2385

◇新しい被保険者証を送ります
　現在の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日㈯です。8月1日
㈰から利用できる新しい被保険者証を7月下旬に簡易書留郵便で発送します
（転送はできません）。新しい被保険者証の色は白色から、藤色に変更します。

◇後期高齢者医療の一部負担金の割合
　毎年8月に住民税課税所得などを基準に決定します。

毎年8月は 国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新
月
で
す

を
支
給
し
ま
す

父
子
家
庭

児
童
扶
養
手
当

に
も

お知らせ
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の

住民税課税所得による判定
世帯内全ての被保険者が住民税課税所得145万円未満 1割負担
住民税課税所得145万円以上の被保険者とその同一世帯に属する
被保険者 3割負担

　ただし平成21年中の収入が次のいずれかの条件を満たす方は「基準収入
額適用申請書」を提出し、申請が認められると、一部負担金の割合が3割か
ら1割になります。

被保険者の人数 基準額
１人の世帯 収入の合計額が383万円未満（※）

２人以上の世帯 収入の合計額が520万円未満
※被保険者本人の収入額が383万円以上でも、同じ世帯内に70～74歳の後期高齢
者医療制度以外の医療保険加入者がいる場合は、その方と被保険者の平成21
年中の合計収入額が520万円未満であれば適用します。

◇世帯員全員の住民税が非課税の場合は、入院時の負担額が軽減されます
　申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。医療機
関などで提示することで入院時の一部負担金、食事などの負担額が軽減さ
れます。
医療費の自己負担限度額（1カ月あたり）

外来 外来＋入院
一般病床入院時
食事療養費
（1食あたり）

３割負担の方 44,400円 80,100円＋
【（かかった医療費－267,000円）×1％】 260円

１割負担の方 12,000円 44,400円
区分Ⅱ※1

8,000円
24,600円 210円※3

区分Ⅰ※2 15,000円 100円
※1　世帯員全員が住民税非課税の方。
※2　世帯員全員の所得が0の方（公的年金収入からの控除は80万円として計算し

ます）。
※3　過去1年間、区分Ⅱに該当し、かつ減額認定証の交付を受けていた期間に90

日以上入院した場合は、申請により160円になります。


